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(57)【要約】
【課題】スムーズな重心移動が可能な中敷きを提供する
。
【解決手段】履物の中に挿入され、前端側の表面で足の
前側を支持し、後端側の表面で足の踵側を支持して用い
られる中敷き１０であって、前端側の外側の表面に形成
され、足の第５指を支持する第１隆起部３０と、前端側
の内側の表面に形成され、足の拇指球を支持する陥没部
２０と、を備える。第１隆起部３０は、その内側の周囲
よりも隆起して形成され、陥没部２０は、周囲よりも陥
没して形成されている。使用時に、左右方向の重心は、
第１隆起部３０により支持される第５指側から、陥没部
２０により支持される拇指球側へと自然に移動する。加
えて、陥没部２０を周囲よりも陥没して形成しているた
め、前後方向の重心は、足の踵側から爪先側へと自然に
移動する。したがって、前後左右方向の重心は拇指球へ
とスムーズに移動することとなり、拇指球へ体重を乗せ
た自然な歩行が可能となる。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　履物の中に挿入され、前端側の表面で足の前側を支持し、後端側の表面で足の踵側を支
持して用いられる中敷きであって、
　前端側の外側の表面に形成され、足の第５指側を支持する第１隆起部と、
　前端側の内側の表面に形成され、足の拇指球を支持する陥没部と、を備え、
　前記第１隆起部は、その内側の周囲よりも隆起して形成され、
　前記陥没部は、前記周囲よりも陥没して形成されている、中敷き。
【請求項２】
　前記第１隆起部は、内側から外側に向けて高さが漸増する、請求項１に記載の中敷き。
【請求項３】
　前記第１隆起部の後端側は、表面側から見て前端側に凹んだ形状である、請求項１又は
２記載の中敷き。
【請求項４】
　前記第１隆起部の前端側は、表面側から見て後端側へ凹んだ形状である、請求項１～３
のいずれか１項に記載の中敷き。
【請求項５】
　前記陥没部及び前記第１隆起部が、前端側の端部に形成されている、請求項１～４のい
ずれか１項に記載の中敷き。
【請求項６】
　前記陥没部の前端側の端部が、中敷きの前端側の端部を形成している、請求項５に記載
の中敷き。
【請求項７】
　内側の端部に、土踏まずを支持する第２隆起部が形成されている、請求項１～６のいず
れか１項に記載の中敷き。
【請求項８】
　後端側の底面に、表面側へと凹んだ底面凹部が形成されている、請求項１～７のいずれ
か１項に記載の中敷き。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれか１項に記載の中敷きを備える履物。
【請求項１０】
　前端側の中底表面で足の前側を支持し、後端側の中底表面で足の踵側を支持して用いら
れる靴であって、
　前端側の外側の中底表面に形成され、足の第５指側を支持する隆起部と、
　前端側の内側の中底表面に形成され、足の拇指球を支持する陥没部と、を備え、
　前記隆起部は、その内側の周囲よりも隆起して形成され、
　前記陥没部は、前記周囲よりも陥没して形成されている、履物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、履物の中に敷かれて使用される中敷き、及び履物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　履物の中に敷かれて使用される中敷きは、歩く動作を補助することを目的として作られ
ており、より軽い負荷での歩行が可能な形状とされている。このような中敷きとして、特
許文献１に記載の中敷きがある。
【０００３】
　特許文献１に記載の中敷きでは、土踏まずから足指に至る中間部に、第１指側から第５
指側へと至る段部を備えている。この段部について、第１指側を第５指側よりも低くする
ことで、歩行時には重心が親指側へと移動しやすくなっている。そして、その結果として
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、重心移動を容易なものとしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－１５２５３６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に記載の中敷きでは、左右方向の重心移動に関しては第５指側から第１指側
へと行われる。一方、足の指先側に段部が形成されていることから、各足指が上方へと浮
き上がる。これにより、前後方向の重心移動は段部によって阻害され、重心は爪先側まで
スムーズに移動しづらい。歩行では、爪先で地面を蹴ることで前方への推進力を得るため
、重心が爪先側までスムーズに移動しづらいことにより、歩行が不安定となるおそれも生
ずる。
【０００６】
　本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、その主たる目的は、スムー
ズな重心移動が可能な中敷き及び履物を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、履物の中に挿入され、前端側の表面で足の前側を支持し、後端側の表面で足
の踵側を支持して用いられる中敷きであって、前端側の外側の表面に形成され、足の第５
指を支持する第１隆起部と、前端側の内側の表面に形成され、足の拇指球を支持する陥没
部と、を備え、前記第１隆起部は、その内側の周囲よりも隆起して形成され、前記陥没部
は、前記周囲よりも陥没して形成されている。
【発明の効果】
【０００８】
　上記構成では、歩行時に重心が第５指に乗ったとしても、第５指を支持する第１隆起部
はその内側の周囲よりも隆起して形成されているため、第１隆起部から内側の周囲へと移
動する。さらに、陥没部が第１隆起部の周囲よりも陥没して形成されているため、重心は
さらに陥没部へと移動する。すなわち、左右方向の重心は、第１隆起部により支持される
第５指側から、陥没部により支持される拇指球側へと自然に移動する。加えて、陥没部を
周囲よりも陥没して形成しているため、前後方向の重心は、足の踵側から爪先側へと自然
に移動する。したがって、前後左右方向の重心は拇指球へとスムーズに移動することとな
り、拇指球へ体重を乗せた自然な歩行を可能とすることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】第１実施形態に係る中敷きの平面図である。
【図２】第１実施形態に係る中敷きの右側面図である。
【図３】第１実施形態に係る中敷きの底面図である。
【図４】第１実施形態に係る中敷きの左側面図である。
【図５】第１実施形態に係る中敷きの背面図である。
【図６】第１実施形態に係る中敷きの正面図である。
【図７】第１実施形態に係る中敷きのＡ－Ａ断面図である。
【図８】第１実施形態に係る中敷きのＡ－Ａ端面図である。
【図９】第１実施形態に係る中敷きのＢ－Ｂ断面図である。
【図１０】第１実施形態に係る中敷きのＣ－Ｃ断面図である。
【図１１】第１実施形態に係る中敷きの使用方法を示す図である。
【図１２】第２実施形態に係る中敷きの平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
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　以下、各実施形態を図面に基づいて説明する。なお、以下の各実施形態相互において、
互いに同一もしくは均等である部分には、図中、同一符号を付しており、同一符号の部分
についてはその説明を援用する。
【００１１】
　＜第１実施形態＞
　本実施形態に係る中敷き１０を図１～１０を用いて説明する。中敷き１０は、２２．５
～２４．５ｃｍの大人の女性用の靴に適用されるものであり、その靴の内部に挿入されて
使用され、靴の内部で人間の足を支持するものである。図１～１０では、左足用の中敷き
１０を示している。右足用の中敷き１０の形状は左足用の中敷き１０と左右対称の形状で
あるため、図示及び詳細な説明を省略する。
【００１２】
　本明細書では、使用時の人間の足の前後方向を中敷き１０の前後方向と定義する。すな
わち、足の爪先側を中敷き１０の前端側と定義し、足の踵側を中敷き１０の後端側と定義
する。使用時に人間の足に接する面を表面とし、その反対側、すなわち靴の中底に接する
側の面を底面とする。このとき、表面側から底面側への向きについて、厚み方向と称する
ものとする。また、人間の足の外側を中敷き１０の外側と定義し、人間の足の内側を中敷
き１０の内側と定義する。図１～８において、左足用の中敷き１０を示しているため、中
敷き１０の外側は、左側面側であり、中敷き１０の内側は、右側面側である。
【００１３】
　中敷き１０は、弾性を有する合成樹脂である熱可塑性エラストマにより一体成型されて
いる。中敷き１０の底面側は、略平坦に形成されている。なお、中敷き１０の厚みは３．
０ｍｍを基本に形成されており、左右方向の幅は最大である箇所で７５．０ｍｍであり、
前後方向の長さは最大である箇所で１９８．０ｍｍである。
【００１４】
　中敷き１０の前端側の表面において、中敷き１０の基本的な厚みである境界部１１より
も内側には、陥没部２０が形成されている。陥没部２０は、境界部１１よりも陥没して形
成されている。すなわち、陥没部２０の厚みは、境界部１１よりも薄く形成されており、
且つ、その厚みは略均一である。陥没部２０と境界部１１との境界には、厚みが相違して
いる段差を滑らかな曲面でつなぐ曲面部２１が設けられている。曲面部２１の厚みは境界
部１１から陥没部２０に向けて漸減している。陥没部２０は、表面側から見て、前端側の
曲率が後端側の曲率よりも大きく形成されている。また、前後方向の長さは、左右方向の
幅よりも大きい。すなわち、陥没部２０は、表面側から見て、略卵型であると言うことが
できる。なお、陥没部２０の厚みは２．０ｍｍであり、陥没部２０の幅は、最も広い箇所
で２５．０ｍｍであり、陥没部２０の前後方向の長さは、５５．０ｍｍである。
【００１５】
　中敷き１０の前端側の表面において、境界部１１よりも外側には、第１隆起部３０が形
成されている。第１隆起部３０は、境界部１１よりも隆起している。より具体的には、境
界部１１から第１隆起部３０の外側端部３１に向けて、連続する傾斜が設けられることに
より第１隆起部３０が形成されている。すなわち、第１隆起部３０の厚みは、境界部１１
側から漸増するように形成されている。第１隆起部３０の境界部１１側を除く外側の端部
は、厚み方向について、略垂直に切れ落ちている。また、第１隆起部３０の境界部１１側
を除く外側の端部は、面取りがなされている。なお、第１隆起部３０の厚みは、最大であ
る箇所で７．０ｍｍであり、前後方向の幅は、最大である箇所で４０．０ｍｍであり、左
右方向の幅は、最大である箇所で５０．０ｍｍである。
【００１６】
　第１隆起部３０の前端部３２は、表面側から見て後端側へ凹んだ形状となっている。一
方、第１隆起部３０の後端部３３は、表面側から見て前端側へと凹んだ形状となっている
。第１隆起部３０の前端部３２及び後端部３３がこのように形成されているため、第１隆
起部３０の前後方向の幅は、表面側から見て、内側から外側に向けて徐々に広くなり、外
側の端部近傍で最も広くなる。
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【００１７】
　第１隆起部３０の外側端部３１、及び前端部３２の周囲には、境界部１１と厚みが連続
する鍔部３４が設けられている。この鍔部３４の幅は、第１隆起部３０の周囲において、
略均一に形成されている。すなわち、鍔部３４の前端部３５の形状は、第１隆起部３０の
前端部３２に沿う形状である。なお、鍔部３４の幅は、３．０ｍｍである。
【００１８】
　中敷き１０の前後方向の中央近傍の内側端部、すなわち、使用時に土踏まずと当接する
箇所には、境界部１１よりも厚い第２隆起部４０が形成されている。第２隆起部４０は、
外側から内側に向けて、厚みが漸増するように形成されている。また、前端側から中央近
傍に向けて厚みが漸増し、その中央近傍から後端側へ向けて厚みが漸減するように形成さ
れている。第２隆起部４０の厚みがこのように形成されているため、第２隆起部４０の幅
は、上面から見て、前端側から中央近傍に向けて漸増し、中央近傍から後端側へ向けて漸
減する。なお、第２隆起部４０の厚みは、最大である箇所で１６．０ｍｍである。
【００１９】
　中敷き１０の後端側には、踵支持部４１が形成されている。踵支持部４１は中央から内
側端部、外側端部及び後側端部へのそれぞれに向けて、厚みが漸増する形状である。した
がって、踵支持部４１の断面は円弧状となっている。踵支持部４１の底面側には、表面方
向へと陥没した底面凹部４２が設けられている。底面凹部４２は、底面側から見て円形に
形成されており、その深さは、略均一となっている。なお、踵支持部４１及び底面凹部４
２がこのように形成されているため、厚みは、最も薄い箇所、すなわち後端側の中央で２
．０ｍｍであり、内側端部及び外側端部で７．０ｍｍであり、後側端部で８．０ｍｍであ
る。
【００２０】
　中敷き１０の表面側において、陥没部２０、第１隆起部３０、及び踵支持部４１を除い
た領域には、半球形の突起１２が設けられている。この突起１２の高さは、１．３ｍｍで
ある。
【００２１】
　以上のように構成される中敷き１０に足を載せた場合の、足の各骨の位置と中敷き１０
の各部位との対応関係を、図１１を参照して説明する。
【００２２】
　第１指において、第１指中足骨５１と第１指基節骨５２との間の第１指中足指節間接５
３、すなわち拇指球は、陥没部２０に支持される。また、第１指末節骨５４は、陥没部２
０よりも前端側に突出し、中敷き１０によって支持されない。これにより、第１指の先端
は、中敷き１０の前端から突出することとなる。
【００２３】
　第２指において、第２指中足骨６１と第２指基節骨６２との間の第２指中足指節間接６
３は、境界部１１に支持される。また、第２指中節骨６４及び第２指末節骨６５は、前端
部３５から前方へと突出することとなる。
【００２４】
　第３指において、第３指中足骨７１と第３指基節骨７２との間の第３指中足指節間接７
３は、第１隆起部３０に支持される。第４指及び第５指においても同様に、第４指中足骨
８１と第４指基節骨８２との間の第４指中足指節間接８３、及び第５指中足骨９１と第５
指基節骨９２との間の第５指中足指節間接９３は、第１隆起部３０に支持される。第１隆
起部３０の後端部３３は、表面側から見て前端側へ凹んだ形状であるため、第３，第４，
第５指中足指節間接７３，８３，９３は、第１隆起部３０の後端部３３に沿って支持され
る。
【００２５】
　第１隆起部３０の前後方向の幅は、表面側から見て、外側に向けて広くなるように形成
されているため、第５指において、第５指中足指節間接９３、第５指中節骨９４及び第５
指末節骨９５が、第１隆起部３０に支持される。一方、第１隆起部３０の前端部３２は、
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表面側から見て後端側へ凹んだ形状であるため、第３指末節骨７５及び、第４指末節骨８
５は、第１隆起部３０に支持されない。また、第３指中節骨７４及び第４指中節骨８４に
ついては、一部又は全部が、第１隆起部３０に支持されない。これにより、第３指及び第
４指は、第１隆起部３０の前端部３２よりも前方へ突出することとなる。
【００２６】
　なお、図９で示す足の各骨の位置と中敷き１０の各部位との対応関係については、あく
まで一例である。足全体の大きさや、各骨の大きさには個人差があるため、中敷き１０の
各部位との対応関係については、必ずしも図９のようになるとは限られない。例えば、足
の大きさや第５指の長さによっては、第５指の先端が第１隆起部３０の前端部３２よりも
前方へ突出することとなる。
【００２７】
　上記構成により、本実施形態に係る中敷き１０は、以下の効果を奏する。
【００２８】
　・歩行時に重心が第５指に乗ったとしても、第５指を支持する第１隆起部３０はその内
側の周囲よりも隆起して形成されているため、第１隆起部３０から内側の周囲へと移動す
る。さらに、陥没部２０が第１隆起部３０の周囲よりも陥没して形成されているため、重
心はさらに陥没部２０へと移動する。すなわち、左右方向の重心は、第１隆起部３０によ
り支持される第５指側から、陥没部２０により支持される拇指球側へと自然に移動する。
加えて、陥没部２０を周囲よりも陥没して形成しているため、前後方向の重心は、足の後
端側から前端側へと自然に移動する。したがって、前後左右方向の重心は拇指球へとスム
ーズに移動することとなり、拇指球へ体重を乗せた自然な歩行を可能とすることができる
。
【００２９】
　・第１隆起部３０を、外側に向けて高さが漸増するように設けているため、歩行時に第
５指側にかけられた体重は、自然に親指側へと移動する。これにより、より自然に拇指球
へと重心を移動させることができる。
【００３０】
　・第１隆起部３０について、内側から外側に向けて傾斜を設け、段差を設けないものと
している。これにより、第３～第５指が段差の角に当接することがなくなり、歩行時の違
和感を抑制することができる。
【００３１】
　・第１隆起部３０の後端部３３を、前端側に凹んだ形状としているため、第３指、第４
指、及び第５指の中足指節間接は、第１隆起部３０の後端部３３に沿うことになる。これ
により、ひとつの指の中足指節間接に過剰な負荷がかかる事態を抑制することができ、よ
り快適な歩行を可能とすることができる。
【００３２】
　・第１隆起部３０の形状を、表面側から見て後端側へ凹んだ形状としている。この形状
により、第５指は概ね第５指末節骨９５まで第１隆起部３０により支持される。これによ
り、歩行時に第５指に力を加えることができ、より自然で安定した歩行を行うことができ
る。
【００３３】
　・第１隆起部３０の形状を、表面側から見て後端側へ凹んだ形状としている。この形状
により、第３指、及び第４指について、第３指末節骨７５、及び第４指末節骨８５が、第
１隆起部３０の前端部３２よりも前端側へと突出する。これにより、第３指及び第４指の
爪先部分は、中敷き１０により支持されず、指の動きの自由度が増す。したがって、歩行
時に第３指及び第４指を動かして地面を掴む動作が可能となり、より自然で安定した歩行
を行うことができる。
【００３４】
　・陥没部２０及び第１隆起部３０を前端側の端部に設けている。これにより、第１～第
４指の爪先は中敷き１０によって支持されず、指の動きの自由度が増す。したがって、歩
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行時に第１～第４指で地面を掴む動作が可能となり、より自然で安定した歩行を行うこと
ができる。
【００３５】
　・陥没部２０及び第１隆起部３０を前端側の端部に設けている。これにより、第１～第
４指の爪先は中敷き１０によって支持されず、第１～第４指の爪先は、中敷き１０よりも
低い部分に位置することとなる。したがって、歩行時に陥没部２０へと移動した重心を、
さらに爪先側へと自然に移動させることができ、より自然な重心移動を可能とすることが
できる。
【００３６】
　・陥没部２０及び第１隆起部３０が前端側の端部に設けられており、爪先を支持する部
分は設けられていない。これにより、１つのサイズの中敷き１０を複数のサイズの靴に対
して用いることができる。
【００３７】
　・陥没部２０について、前後方向の長さを左右方向の幅よりも大きくしている。これに
より、拇指球の前後方向の位置の個人差を吸収することができる。
【００３８】
　・内側の端部に土踏まずを支持する第２隆起部４０が設けられているため、その第２隆
起部４０が設けられている中央近傍において、重心は外側へと流れる。これにより、歩行
時に最初に踵部に乗った体重は、中央近傍において外側へと流れた後に、陥没部２０へと
移動する。したがって、第２隆起部４０よって重心の流れを形成することができ、歩行時
に、効果的に重心を移動させることができる。このとき、重心が左右方向に移動している
ため、使用者には、左右方向のバランスをとる必要が生ずる。この左右方向のバランスを
とる動きにより、内転筋、大腿直筋、大臀筋、中臀筋、半腱様筋といった、臀部から大腿
部にかけての筋肉を使用することとなる。したがって、本実施形態に係る中敷き１０を使
用することにより、使用しない場合よりも筋肉を使用した歩行が可能となる。
【００３９】
　・踵支持部４１の底面側に、表面側へと凹んだ底面凹部４２を形成している。これによ
り、踵支持部４１の底面側において、靴の中底と中敷き１０の底面との間に空間が形成さ
れる。歩行時に踵が着地した際には、底面凹部４２により形成された空間が弾性変形し、
これにより踵支持部４１は底面側へと弾性変形する。このとき、底面凹部４２により形成
された空間が弾性変形することにより、着地時の衝撃が吸収される。したがって、着地時
に踵に対して生じる衝撃を踵支持部４１で吸収することができ、歩行時の足への負担を軽
減することができる。
【００４０】
　＜第２実施形態＞
　本実施形態に係る中敷き１００は、前端側の形状が第１実施形態と異なっている。
【００４１】
　本実施形態に係る中敷き１００について、図１２を参照して説明する。中敷き１００は
、前端側の端部に爪先支持部１１０を備えている。爪先支持部１１０の前端の外形は、前
端側へ突出した形状であり、概ね、人の足の前端の形状に沿ったものとされている。なお
、爪先支持部１１０の厚みは、境界部１１と連続した厚みであり、３．０ｍｍである。
【００４２】
　上記構成により、本実施形態に係る中敷き１００は、第１実施形態に係る中敷き１０に
準ずる効果を奏する。
【００４３】
　＜変形例＞
　・実施形態では、陥没部２０と第１隆起部３０との間に厚みが均一な境界部１１を設け
るものとした。この点、陥没部２０の内側の端部から第１隆起部３０の外側の端部に向け
て、厚みが漸増するものとしてもよい。この場合においても、境界部１１に相当する部分
、すなわち、中敷き１０全体と厚みが共通する部分が形成される。したがって、陥没部２



(8) JP 2017-189459 A 2017.10.19

10

20

30

40

50

０については、外側の周囲に形成される境界部１１に相当する部分よりも陥没していると
いうことができ、第１隆起部３０については、内側の周囲に形成される境界部１１に相当
する部分よりも隆起しているということができる。
【００４４】
　・実施形態では、陥没部２０について、厚みを略均一とした。この点、陥没部２０の厚
みを、内側に向けて漸減するものとしてもよい。こうすれば、重心がより内側へと移動し
やすくなる。また、陥没部２０の中央近傍の厚みを、その周囲よりも薄くしてもよい。こ
うすることで、拇指球は陥没部２０の中央近傍に収まりやすくない、フィット感を向上さ
せることができる。
【００４５】
　・実施形態では、第１隆起部３０の前端部３２の形状を、表面側から見て後端側へと凹
んだ形状とした。この点、第１隆起部３０の前端部３２の形状を、表面側から見て、外側
から内側に向けて略直線的な形状としてもよい。また、第１隆起部３０の前端部３２の形
状を、表面側から見て前端側へと突出した形状としてもよい。
【００４６】
　・実施形態では、第１隆起部３０の後端部３３の形状を前端側へと凹んだ形状とした。
この点、第１隆起部３０の後端部３３の形状を、表面側から見て、外側から内側に向けて
略直線的な形状としてもよい。また、第１隆起部３０の後端部３３の形状を、表面側から
見て後端側へと突出した形状としてもよい。
【００４７】
　・実施形態では、第１隆起部３０を境界部１１から傾斜して設けられるものとした。こ
の点、第１隆起部３０の境界部１１側について、外側端部３１、前端部３２、後端部３３
と同様に、底面方向へと切れ落ちた形状としてもよい。この場合、第１隆起部３０につい
て、第１実施形態と同様に外側端部３１に向けて傾斜する形状、すなわち、厚みが漸増す
る形状としてもよいし、外側端部３１に向けて傾斜を設けず、厚みを略均一なものとして
もよい。
【００４８】
　・実施形態では、第１隆起部３０について、外側端部３１に向けて傾斜するものとした
。この点、外側端部３１に向けて高くなる階段状の形状としてもよい。この場合には、第
３指が載る段、第４指が載る段、及び第５指が載る段を設けるものとすればよい。
【００４９】
　・第１実施形態における陥没部２０について、第１隆起部３０のごとく、鍔部を設ける
ものとしてもよい。この場合、鍔部の厚みは陥没部２０よりも厚いものとなる。
【００５０】
　・第１実施形態では、第１隆起部３０の周囲に鍔部３４を設けるものとしたが、鍔部３
４は設けなくてもよい。
【００５１】
　・第２実施形態において、爪先支持部１１０の厚みを境界部１１と等しくしたが、陥没
部２０と等しくしてもよい。
【００５２】
　・実施形態では、中敷き１０を熱可塑性エラストマにより一体成型するものとした。こ
の点、中敷き１０の材料は熱可塑性エラストマに限られず、その他の種々の樹脂で形成し
てもよいし、繊維等で形成してもよい。また、中敷き１０を一体成型せず、複数の部材を
成型したうえでそれらを一体に組み合わせるものとしてもよい。この場合には、各部材を
同じ材料としてもよいし、異なる材料としてもよい。
【００５３】
　・実施形態では、中敷き１０について、２２．５～２４．５ｃｍの大人の女性用の靴に
適用されるものとしたが、適用対象となる靴のサイズは上記のものに限られない。女性用
の他のサイズの靴や、男性用の靴に対しても適用可能であり、その場合には、前後方向の
長さ等を変更すればよい。また、実施形態では中敷き１０の各部位の寸法を記載している
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が、各寸法は変更可能である。
【００５４】
　・実施形態では、靴等の履物の内部に挿入して使用する中敷き１０の表面に、陥没部２
０や第１隆起部３０等を形成するものとした。この点、履物の中底表面に、中敷き１０が
備えるものと同等の形状である陥没部２０や第１隆起部３０等を形成するものとしてもよ
い。この場合、履物は靴に限られず、サンダルやスリッパ等に対して適用することもでき
る。
【符号の説明】
【００５５】
　１０…中敷き、２０…陥没部、３０…第１隆起部、３２…前端部、４０…第２隆起部、
１００…中敷き。
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